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余裕期間を設定する工事の契約書第35条

【中間前払金を選択の場合】

(前金払)

第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事

の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」とい

う｡) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の 4 以内の前払金の

支払いを発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金

ただし、契約書記載の工事着手の時期の前日から16日以前に支を支払わなければならない。

払わないものとする。

3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に

関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発

注者に寄託して、請負代金額の10分の 2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求すること

ができる。前項 の規定は、この場合について準用する。本文

4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又

。 、は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない この場合において

発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該

認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 1

0 分の 4 (第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の 6 ) から受領

済みの前払金額（中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この

条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ ）を差し引いた額に相当する額の範囲。

内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項 の規定を準本文

用する。

6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の

請負代金額の10分の 5 (第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の

6 ) を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返

還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをし

ようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。

7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合におい
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て、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過

、 、額を返還しないものとし 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは

受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の 5 (第 3 項の規定に

より中間前払金の支払いを受けているときは10分の 6 ) の額を差し引いた額を返還しなけれ

ばならない。

8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返環しなかったときは、その未返還額につ

き、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.

5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

【出来高部分払方式を選択の場合】

(前金払)

第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条

第４項に規定する保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約

（以下「保証契約」という ）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の。

10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金

ただし、契約書記載の工事着手の時期の前日から16日以前に支を支払わなければならない。

払わないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第１項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の

2 に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額

ただし、契約書記載の工事着手の時の10分の２に相当する額の前払金を支払うものとする。

期の前日から16日以前に支払わないものとする。

4 受注者は、前項の規定により前払金の支払いがされた場合において、第１項の規定により

請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払いを

受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の

２以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工

期が121日以上（ただし、工期が270日以下の工事については、61日以上）経過していなけれ

ばならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があった

ときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

ただし、工事着手時において、工事請負契約書第20条による工事の中止がある場合には、

中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。

5 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払い
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を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第１項の規定により請

求を受けた前払金額から支払い済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払

わなければならない。

6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分

の４に相当する額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の

本文、第３項本文、第４項及支払いを請求することができる。この場合においては、第２項

第５項の規定を準用する。び

7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合においては、受領済みの前払金額が減額後

の請負代金の10分の５に相当する額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日

から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は

第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超

過額を控除することができる。

8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合におい

て、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を

返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受

注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の５に相当する額を差し

引いた額を返還しなければならない。

9 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ

き、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.

5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
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《参考》通常の契約書第35条

※余裕期間を設定する工事の契約書第35条に見え消しで表示しています。

【中間前払金を選択の場合】

(前金払)

第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事

の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」とい

う｡) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の 4 以内の前払金の

支払いを発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金

ただし、契約書記載の工事着手の時期の前日から16日以前に支を支払わなければならない。

払わないものとする。

3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に

関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発

注者に寄託して、請負代金額の10分の 2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求すること

ができる。前項 の規定は、この場合について準用する。本文

4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又

。 、は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない この場合において

発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該

認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 1

0 分の 4 (第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の 6 ) から受領

済みの前払金額（中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この

条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ ）を差し引いた額に相当する額の範囲。

内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項 の規定を準本文

用する。

6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の

請負代金額の10分の 5 (第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の

6 ) を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返

還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをし

ようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。

7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合におい
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て、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過

、 、額を返還しないものとし 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは

受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の 5 (第 3 項の規定に

より中間前払金の支払いを受けているときは10分の 6 ) の額を差し引いた額を返還しなけれ

ばならない。

8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返環しなかったときは、その未返還額につ

き、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.

5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

【出来高部分払方式を選択の場合】

(前金払)

第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条

第４項に規定する保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約

（以下「保証契約」という ）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の。

10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金

ただし、契約書記載の工事着手の時期の前日から16日以前に支を支払わなければならない。

払わないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第１項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の

2 に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額

ただし、契約書記載の工事着手の時の10分の２に相当する額の前払金を支払うものとする。

期の前日から16日以前に支払わないものとする。

4 受注者は、前項の規定により前払金の支払いがされた場合において、第１項の規定により

請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払いを

受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の

２以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工

期が121日以上（ただし、工期が270日以下の工事については、61日以上）経過していなけれ

ばならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があった

ときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

ただし、工事着手時において、工事請負契約書第20条による工事の中止がある場合には、

中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。

5 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払い
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を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第１項の規定により請

求を受けた前払金額から支払い済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払

わなければならない。

6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分

の４に相当する額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の

本文、第３項本文、第４項及支払いを請求することができる。この場合においては、第２項

第５項 の規定を準用する。びから まで

7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合においては、受領済みの前払金額が減額後

の請負代金の10分の５に相当する額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日

から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は

第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超

過額を控除することができる。

8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合におい

て、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を

返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受

注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の５に相当する額を差し

引いた額を返還しなければならない。

9 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ

き、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.

5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。


